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吉
岡
町
補
助
金
等

審
査
委
員
会
の
委
員

公
募
し
ま
す

農
地
の
保
全
と
そ
の
有
効
利
用
を

進
め
る
た
め
、
農
業
委
員
会
で
は
、

毎
年
耕
作
放
棄
地
調
査
（
農
地
パ
ト

ロ
ー
ル
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
雑

草
な
ど
が
生
い
茂
っ
た
ま
ま
放
置
し

て
お
く
と
、
火
災
・
犯
罪
・
病
害
虫

な
ど
の
発
生
原
因
と
な
る
恐
れ
が
あ

り
、
周
囲
の
耕
作
地
や
住
宅
に
大
変

迷
惑
と
な
り
ま
す
。
除
草
な
ど
を
し

て
解
消
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

▼
問
合
せ
先

産
業
建
設
課
農
業
委

員
会
事
務
局
　
牲
54
・
３
１
１
１

（
内
線
１
６
７
）

農
地
の
保
全
管
理
の
お
願
い

遊
休
農
地
の
お
手
入
れ
を
！

吉
岡
町
補
助
金
等
審
査
委
員
会

は
、
吉
岡
町
が
交
付
す
る
補
助
金
な

ど
に
つ
い
て
、
支
出
の
適
正
化
や
透

明
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
公
益
性
の

再
検
討
を
行
い
、
健
全
な
財
政
運
営

の
推
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
設
置
さ
れ
た
委
員
会
で
す
。

町
で
は
、
本
年
度
に
こ
の
委
員
会

を
開
催
す
る
に
あ
た
り
、
広
く
町
民

皆
さ
ん
の
意
見
を
反
映
し
、
行
政
と

町
民
の
協
働
を
推
進
す
る
た
め
に
委

員
の
一
部
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま

す
の
で
積
極
的
な
参
加
を
お
願
い
し

ま
す
。

▼
募
集
人
員

２
人
（
原
則
男
女
１

人
ず
つ
）

▼
任
期

２
年

▼
報
酬

１
日
９,
８
０
０
円
（
３

時
間
以
内
の
と
き
は
半
額
）

▼
会
議
の
開
催

年
５
回
程
度

▼
対
象

①
地
方
公
務
員
法
第
16
条

の
欠
格
事
項
に
該
当
し
な
い
人
②
吉

岡
町
に
住
所
が
有
り
、
昭
和
16
年
４

月
２
日
か
ら
平
成
３
年
４
月
１
日
ま

で
に
生
ま
れ
た
人
③
町
の
他
の
審
査

会
な
ど
で
委
員
を
３
つ
以
上
兼
務
し

て
い
な
い
人
④
当
委
員
会
の
委
員
と

し
て
す
で
に
構
成
員
を
推
薦
し
て
い

時
間
外
窓
口
延
長
サ
ー
ビ
ス

平
成
24
年
３
月
ま
で
試
行
期
間
を
延
長

▼
業
務
内
容

戸
籍
謄
抄
本
・
除
籍

謄
抄
本
・
そ
の
他
戸
籍
証
明
書
・
住

民
票
謄
抄
本
・
印
鑑
証
明
書
・
印
鑑

登
録
証
交
付
・
身
分
証
明
書
等
の
諸

証
明
書
（
町
制
施
行
証
明
書
）

※
印
鑑
証
明
書
と
町
制
施
行
証
明
書

以
外
の
証
明
書
交
付
は
、
本
人
確
認

が
必
要
で
す
。

▼
必
要
と
な
る
本
人
確
認
書
類

写

真
付
き
の
官
公
庁
発
行
の
身
分
証
明

書
（
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・

住
基
カ
ー
ド
な
ど
）

▼
問
合
せ
先

町
民
生
活
課
町
民
サ

ー
ビ
ス
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内

線
１
４
７
）

町
で
は
、
お
勤
め
な
ど
で
開
庁
時

間
に
来
庁
す
る
こ
と
が
難
し
い
人
が

利
用
で
き
る
よ
う
、
一
部
窓
口
業
務

の
時
間
外
延
長
を
試
行
し
て
い
ま

す
。実

施
期
間
を
次
の
内
容
で
延
長
し

ま
す
。

▼
試
行
期
間

平
成
23
年
７
月
４
日

〜
平
成
24
年
３
月
19
日

▼
実
施
日
時

毎
月
第
１
・
第
３
月

曜
日
の
午
後
６
時
ま
で

※
た
だ
し
、
月
曜
日
が
祝
日
な
ど
で

閉
庁
の
場
合
は
、
次
の
開
庁
日

▼
実
施
窓
口

町
民
生
活
課
町
民
サ

ー
ビ
ス
室

る
団
体
（
自
治
会
を
除
く
）
に
所
属

し
て
い
な
い
人

▼
申
込
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
総
務
政
策
課
政
策
室
に
提

出
（
郵
送
可
）
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
込
書
は
総
務
政
策
課
政
策
室
の

窓
口
お
よ
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ

り
ま
す
。

▼
申
込
締
切

７
月
22
日
（
金
）
締

切
厳
守

▼
選
考
方
法

原
則
は
書
類
選
考
と

し
ま
す
が
、
必
要
に
応
じ
て
面
接
を

行
い
ま
す
。

▼
申
込
先
・
問
合
せ
先

〒
３
７
０
‐
３
６
９
２
　
吉
岡
町
大

字
下
野
田
５
６
０
番
地
　
総
務
政
策

課
政
策
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
２
７
）
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自
衛
官
募
集
相
談
員

委
嘱
さ
れ
ま
し
た

�

平
成
23
年
５
月
27
日
付
で
、
松
岡

寿
治
さ
ん
（
漆
原
）
が
、
町
長
お
よ

び
自
衛
隊
群
馬
地
方
協
力
本
部
長
か

ら
自
衛
官
募
集
相
談
員
に
委
嘱
さ
れ

ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
町
内
の
適
齢
者
の
情
報

提
供
・
自
衛
官
募
集
に
関
す
る
広
報

事
務
な
ど
を
お
願
い
し
ま
す
。

�


